
 庁議付議事案書  

                               開催・令和８年２月１７日 

 所管部課 健幸福祉部 健康推進課  部長 青木 一麻  

件 名 
令和７年度東大和市救急医療体制整備事業費補助金交付要綱について 

  区分  １審議事項 〇 ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

 

 部課 

 機関 

 政策経営部財政課 

１．要 旨 

  この要綱は、東大和市と社会医療法人財団大和会において締結した「令和７年度東大和市

救急医療体制整備事業に関する協定書」に基づき、東大和病院における市民の救急医療等の

需要に応えるための救急医療体制整備事業に対し、予算の範囲内において補助する目的で

制定するものである。 

（１）主な内容 

救急医療体制整備事業 

        ・救急外来の実施 

         ・小児初期救急平日準夜帯診療事業の実施 

 

 （２）施行日  決裁日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

（３）影響及び効果 

   地域医療体制の充実・安定を図ることができる。 

 
 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和７年８月  令和７年度特別交付税の額の算定に用いる基礎資料作成 

令和８年２月  社会医療法人財団大和会と協定書及び実施細目について調整・協議 

 社会医療法人財団大和会と協定締結  

予算措置：衛生費・保健衛生費・地域医療推進費・救急医療体制整備事業費 

負担金補助及び交付金 ３３，５２４千円 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議終了後、速やかに制定の手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 了承 

  


